
境を整備する。

3-4．公共工事における上乗せの取組
公共工事においては、発注者に賃金の支

払い等の実態把握に努めることなどの一定
の役割が求められることも踏まえ、「労務
費ダンピング調査」を実施する等の現行の
ダンピング対策を強化する措置を講じる。

その他、労務費に関する基準の本文を含
めた「労務費に関する基準」
制度の詳細は、以下のWeb
サイトに公開している。 
（https://roumuhi.mlit.go.jp/）

４．今後の展望
第三次・担い手３法の施行を契機として、

賃金の原資を削った、いわゆるダンピング
による受注競争を撲滅し、適正な賃金の支

払いとその原資の確保を前提とした、技術
に基づく健全な競争環境への転換が必要で
ある。
これにより、他産業並み以上の水準への
処遇改善を実現し、実勢賃金の上昇が公共
工事設計労務単価を更に上昇させる好循環
が生み出され、建設業の技能者としての働
き方が若者に選ばれる選択肢となることが
期待される。
目指す姿の実現に向けては、建設工事の
取引に関わる全ての当事者が、パートナー
シップに基づき、それぞれの立場において
担うべき役割を果たす行動変容が必要であ
る。
特に、注文者においては、安易に安価な
発注を行うことは、建設業の持続可能性を
損なうという認識を改めて共有し、「建設
技能者を大切にする企業の自主宣言制度」
を活用すること、受注者においては、労務

公共工事設計労務単価水準

「労務費に関する基準」により、公共工事・民間工事を問わず、下請取引を含めて適正な労務費（賃金の原資）を
確保するとともに、「CCUSレベル別年収」による、個々の技能者の経験・技能に応じた適正な賃金の支払いを目指す。

適正労務費 適正労務費

技能者 (CCUSレベル4)

技能者 (CCUSレベル3)

技能者 (CCUSレベル2)

技能者 (CCUSレベル1)

労務費に関する基準で担保 CCUSレベル別年収を支払い

労務費に関する基準の考え方とその実効性確保策のパッケージ

入口での取組（契約段階における実効性確保）
 労務費・必要経費等を明示した見積書の商慣行化に

よる適正な労務費の確保
 自主宣言制度(※)による適切に技能者を処遇する事業者の

見える化・優先選定 等

出口での取組（労務費・賃金の支払いの実効性確保）
  CCUSレベル別年収の支払いの推進
 契約当事者によるコミットメント制度(※)の活用を
通じた適正な労務費・賃金支払いの確認 等

公共工事における上乗せの取組（公共発注者による実効性確保）
 労務費ダンピング調査の実施 総労働時間を把握するための取組の実施 等

実効性を確保

・ 賃金を値下げの原資とする価格競争が行われる状況を変革し、技能者の処遇が確保された上での価格や、受注者の技術力や施工の質、生産性の
高さ等を競う健全な競争環境を実現し、技能者の処遇改善に取り組む事業者が競争上不利にならないようにする。

職種分野ごとに、単位施工量当たり
労務費の形で、基準を踏まえた
適正な労務費の具体値を設定

労務費等を内訳明示した見積書

適正な支払い

適正賃金

※改正建設業法の処遇改善に係る努力義務の実践、CCUSの活用、取引時における宣言企業
の優先選定を行う事業者を見える化し、インセンティブを付与する制度

※請負契約において労務費・賃金の適正な支払に係る表明や情報開示への合意に関する条項
を設け、注文者が受注者の労務費・賃金支払の状況等を確認できることとする制度

図４：基準の考え方とその実効性確保策のパッケージ
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